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Abstract

Thispaperaimsatinquiringintoproblemsoflifelong learnlg from the

pointofview ofhumanandeducationalrights.

Iflifelonglearningshouldhelppeopletoestablishthemselvesasthesubject

creatingtheirownhistory,ithastobesetupasafundamentalhumanrightof

allpeople.IthasbeenthebasicideaofUNESCO. InJapanlifelonglearninghas

beenratherpoliticallycarriedoutasthemeaningofcontrollingpeoplefrom the

view ponitoflaborpolicyandpoliticalrule.Ontheotherhand,however,has

grownanew tendencyforpeopletocreatetheirowneducationandculture,and

itseemstokeeppossibilityofestablishinglifelonglearningasthefundamental

humanright.Suchanewtendencyisalsoexpectedtobeinfluentialinreorganiz-
ingschoolswhichareconfrontedwithalotofdifficultproblems,andinregener-
atingdeclinededucationaleffectivenessofhomeandcommunity.

Lifelongleraningshouldalsoencouragepeopletoestablishdemocraticsoci-

ety,andifso,ithastoplayanimportantroleindeveloplngamongpeopleaware-
nessandattitudesofrespectinghumanrights.Educationforhumanrightsshould

becarriedoutsinceearlylnChildhoodthroughtoadulthood,andithas,therefore,

tobeoneofthemostimportanttasksoflifelonglearning.InJapan,educationfor

humanrightshasaspecialimportance

againstthosewhohavehistoricallybeen

はじめに

臨教審によって ｢生涯学習体系への移行｣

(第3次答申)が今後の教育政策の重要な柱の

一つとして打ち出されて以来,生涯学習体制

の整備が着々とすすめられている｡ しか し,

それは本当に国民の教育要求,教育課題に応

えるものとなっているだろうか｡生涯学習は

国民の人生と日々の生活に深 くかかわること

がらであるだけに,その推進には慎重な配慮

が求められるが,なかでもとりわけ,人権と

in dissolving prejudiceamong people
discriminated.

教育権への配慮が大切だと考える｡ そこで,

ここではとくに地域住民の立場に立った生涯

学習の実現をめざして,｢生涯学習と人権 ･教

育権｣という視点を立て,それにかかわる課

題として,権利としての生涯学習,および生

涯学習における人権教育という課題について

考察する｡ 関連 して,生涯学習の観点から現

代の子育て ･教育の再生を問うという課題を

取 り上げることにする｡

生涯学習はただ政策としてすすめられてい

るだけでなく,現代教育の必然的な趨勢であ
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るとすれば,それはどこに向かうべ きか,そ

れがいま改めて問われなければならない｡そ

して,生涯学習は文字どお り人々の生涯にわ

たる学習活動にかかわるものであるがゆえに,

民主主義社会にふさわしい生涯学習は,すべ

ての人々に平等に保障されるべ き権利として

確立されなければならない｡他方,生涯学習

の目的ないし内容には種々のものが含まれ,

人権教育だけが唯一の課題でないのはいうま

でもない｡しか し生涯学習はその時々に応 じ

て現れる人々の生活課題に応えることを目的

の一つとするなら,そ して生涯学習によって

人々が分断されるのではなく,互いに人間と

して結びつけられ,人生を豊かなものとする

のに貢献することを目的の一つとするなら,

諸問題が錯綜する現代にあっては, とりわけ

生涯学習によって人々の人権意識を高めるこ

とが,少なくとも主要な課題の一つとされな

ければならないだろう｡ いうまでもなく,こ

れら二つの課題は別々のものではなく,相互

に密接にかかわっている｡なぜなら, 自らの

生涯にわたる学習が権利として保障されない

では,また自他の人権を尊重する態度を身に

つけることも期待できないからである｡

また,生涯学習が社会教育 ･成人教育と学

校教育とを含んでおよそ教育の全体の活性化

をめざす理念であるとすれば,生涯学習にお

けるこれら二つの領域を接続する地点に位置

するものとして,親 ･大人たちによる子育て ･

教育もまた,生涯学習の重要な課題 としてと

らえられなければならない｡現代の子育て ･

教育の再生という課題を取 り上げるのは,そ

ういう理由からである｡

なお,以下の考察では,わが国における人権

と教育権をめぐる重要な問題の一つである同

和問題 ･同和教育をも視野に入れて課題をと

らえることとする｡

1.権利としての生涯学習

(1) 生涯学習をめぐる3つの考え方

1965年にユネスコによって初めて生涯教育

の考えが提起されて以来,わが国でも生涯教

育 ･生涯学習の推進が行なわれてきたが,こ

れまでのところ,生涯教育 ･生涯学習の考え

方には,大きく分けて 3つの異なった考え方

ないしタイプがあるといわれる｡

堀尾輝久によれば,第 1は,｢管理社会的発

想に結びつく,やや古い生涯教育論で,生涯

を通しての教育による生活管理｣をめざす考

え方である1)｡ユネスコの生涯教育論が日本に

導入された当初から政策的にすすめられてき

たものが,このタイプに当たる｡

第2は,｢自由化論的発想と結びつき,公教

育ないし公費セクターの縮小論と結びつ くも

の｣で,｢受益者負担論を基調とし,学校教育

場面での公費削減,生涯教育の領域での民活

利用｣の発想に立つ考え方である2)｡いわば,

教育の自由化論を背景に,一方で企業エリー

トの生涯にわたるリカレント教育は企業内教

育を含めて公的に保障 し,他方で労働者大衆

のリカレント教育や一般市民の教養的な学習

は民間の教育産業を活用する受益者負担主義

によって生涯学習をすすめようとするもので,

臨教審の考え方はこれに当たる｡

生涯学習は, "いつでも,どこでも,だれ

でも"というスローガンに示されているよう

に,学びたい者が,学びたいことを,学びた

いときに学ぶことを本旨とする｡また,ユネ

スコ生涯教育部の第 2代部長,エツトーレ･

ジェルピが言うように,生涯学習は ｢自己決

定学習｣(self-directedlearning)を内実とす

るものでなければならない｡教育する側に視

点を置いた "生涯教育"に対 して,学習者の

側に視点を置 く "生涯学習"という用語が今

日一般に用いられているのは,このような意

味を内包するものと考えられる｡したがって,
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臨教審が "生涯教育"ではなく "生涯学習"

という概念を採用 しているのも,その限りで

は意味のあることとして受け止めるべ きであ

ろう｡ しかし同時に,臨教審には,学習者に

視点を置く "生涯学習"の概念を採用するこ

とによって,それを学習者の受益者負担によっ

てまかなわれるものとする発想に結びつけて

いることが見落とされてはならない｡言い換

えれば,臨教審においては,生涯学習は等 し

くすべての人々に保障されるべ き権利ではな

く,民間の教育産業が提供する商品としての

教育を購買する能力に応 じて,学習の機会が

左右されるものとして考えられているのであ

る｡

以上のように,第 1の考え方は,上からの

教育によって国民を生涯にわたって統制 しよ

うとする発想に立つものであるのに対 して,

第2の考え方は,各自の自己学習を尊重する

という姿勢を示 しながら,教育における公費

支出を削減し,教育の商品化によって生涯学

習をすすめるという発想に立っている｡その

限りでは,これら2つの考え方は異なった発

想に立つものであ りながら, しか しどちらも

生涯教育 (学習)の推進によって国民を生涯

にわたって管理 ･統制することを目的とする

という点では共通 している｡すなわち,前者

は国の進める政策的統制によって,後者は,

市場原理にもとづく統制によって｡

これら,第1,第 2の考え方に対 して,梶

尾が第3の考え方として指摘するのは,｢教育

は人間の権利であり,生涯を通 しての学習の

権利が保障されるべきだという発想3)｣である｡

ユネスコの生涯学習論はこの発想に立つもの

であり,そのことは1985年にユネスコ成人教

育会議が発表した ｢学習権宣言｣に示されて

いる｡また,ユネスコ生涯教育部の第 2代部

長,エツトーレ ･ジェルどもこの考え方に立

つものとして知られている｡

｢学習権宣言｣ は,その冒頭で学習権の意

味を格調高く宣言 している｡そのなかでとく

に注目したいのは,次の くだ りである｡すな

わち,学習権とは ｢自分自身の世界を読みと

り,歴史をつづる権利｣である4)｡この規定の

ねらいは,別のところで,次のように述べて

いることに通ずる｡すなわち,｢学習行為は,--

人間行為を出来事のなすがままにされる客体

から,自分自身の歴史を創造する主体に変え

ていくものである｣｡学習権は,人々が歴史の

客体の位置から解放され, まさに歴史を創る

主体として自己を確立するためにこそ欠 くこ

とのできない権利なのである｡だから,それ

は ｢きたるべ き日のためにとっておかれるべ

きぜいたく品｣ではなく,｢人類の生存にとっ

て不可欠な道具｣であ り,それゆえにこそ,

学習権は ｢人類の一部のものに限定されえな

い｣｢基本的人権｣であ り,｢男性,工業国,

有産階級,もしくは学校教育を受けるほどに

十分幸運な青年たちだけの排他的特権であっ

てはならない4)｣｡

こうして,学習権は生存と人間としての尊

厳にかかわるものとしてすべての人々に保障

されるべき基本的人権なのである｡ しかし,

それは臨教審が考えているように,各自が自

分で賄いうる教育商品を利用する自由を認め

るという意味での自由権であるにとどまらな

い｡学習権は同時に,その権利の保障を社会

に求める社会権 としてもとらえられているこ

とに注目しなければならない｡｢学習権宣言｣

は言う｡｢本パリ会議は,すべての国に対 し,

この権利を実施 し,すべての者が効果的にそ

れを行使するのに必要な条件を作るように要

望する｡そのためには,必要とされるすべて

の人的 ･物的資源を利用可能にし,かつ教育

制度をより公正な方向で再検討 し,最後にさ

まざまな地域で成果をあげている方策を参考

とすることが必要である｣と｡

他方,ジェルピは,｢生涯教育もどんなふう

に用いられるかによっては危険な道具にもな
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りうる5)｣し ｢生涯教育が人々を分断する道具

となることができる｣という,｢生涯教育がも

つ大きな危険性6)｣に警告を発 している｡これ

は,生涯学習が人々を生涯にわたって支配 ･

統制する手投 となりうることを指摘 したもの

である｡そうした危険性を回避 し,生涯学習

の進展によって ｢真に民主的な社会を望むな

らすべての人に均等に教育の機会を与え,そ

してすべての人が教育に貢献できるような教

育システムの実現が必要7)｣である｡ こうして,

ジェルピは ｢すべての人々のための教育｣

(educationforall)という考え方を提起する

だけでなく, ｢すべての人々による教育｣

(educationbyall)という考え方をも提起する｡

これは教育-の参加を意味するものであ り,

すべての人々が等 しく教育の機会を与えられ

る権利を保障されるだけではなく,学習者が

同時に教育者として,生涯学習の企画 ･立案

や実践に主体的に参加する機会の保障を求め

るものとして注目される｡ジェルピはこのよ

うな発想から,ユネスコ成人教育会議の ｢学

習権｣宣言 (この宣言起草にジェルピは直接

には関与していない)についてさえ,その積

極的な意義を認めつつ,すべての人々による

教育という発想が欠如 していることを問題 と

して指摘するのである8)｡

近代の学校制度は,いずれの国においても,

国家的統制の手段 として機能させ られてきた

面が少なくない｡ とりわけわが国ではその伝

統が強く,それがいまだに学校を覆っている

ことは否定Lがたい事実だといってよいだろ

う｡それと同じ発想が生涯学習に見られると

すれば,警戒を怠ることはできない｡たとえ

"生涯教育"から "生涯学習"- と名称が変

更され,教育に伴いがちな統制のニュアンス

が払拭されるとしても,生涯学習が統制の手

段となりうる危険性をつねに帯びていること

に,われわれは注意深くなければならない｡

生涯学習の進展そのものは教育 ･文化の発

展に伴う必然的な趨勢である｡ しかし,それ

を真に国民を ｢歴史の主体｣ として育てうる

ものとするためには,そ してそのような生涯

学習をすべての人々に平等に保障するために

は,いまこそ,生涯学習を国民の基本的人権

としてとらえるという発想に立つことが求め

らる｡ その視点に立って生涯学習施策を批判

的に検討するとともに,ジェルどのいう ｢す

べての人々による教育｣という発想に立って,

われわれの生涯学習のあり方を根底から問う

ことが,いま求められているのである｡

以上のような ｢権利としての生涯学習｣の

実現をめざすとき,その権利の内実をどうと

らえるべきか｡この間題にっていは,永井憲

一の次のような提起が注目される｡永井は主

権者教育の課題について考察するなかで,｢生

涯教育における教育人権｣ として次の 6つの

課題を挙げている｡第1は ｢教育の機会均等｣,

第2は ｢教育内容要求権｣,第3は ｢文化的生

存権｣,第4は ｢主権者教育権｣,第 5は ｢知

る権利｣,そ して第 6は ｢学問の自由｣であ

る9)｡ここでは,だれもが等しく生涯にわたっ

て真理 ･真実を追求する自由を保障される権

刺,そのために必要な教育機会を獲得 し必要

な情報を得られる権利,真理 ･真実の追求に

よって自らを歴史の主体に高め, また文化的

に豊かな人間らしい生活を享受する権利, し

かもそうした諸権利の保障を社会に求める権

利など,要するに憲法に保障された基本的人

権の実現が課題とされなければならないこと

が示されている｡こうした課題に応えるよう

な生涯学習が創出されるとき,それこそが言

葉の本当の意味で ｢権利としての生涯学習｣

と呼ぶことのできるものであるにちがいない｡

(2)生涯学習における ｢積極的な優遇策｣

ジェルピは,先に指摘 した ｢すべての人々

による教育｣とともに,生涯学習においては

教育条件の点で不利益を被っている人々への
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｢積極的な優遇策｣(positivediscrimination)

が大切だという考えをくりかえし提起 してい

る｡｢積極的な優遇策｣とは, ｢周辺部にお し

とどめられている人々のため1̀"Jに特別に行な

われるものであり,何らかの事情で ｢学校教

育や公教育を受けられなかった人のための成

人教育,社会教育11)｣である｡ そのような人々

のための ｢積極的な優遇策｣の具体例の一つ

として,ジェルピは ｢労働者に成人としての

基礎的な訓練の可能性を与えるだけでなく,

彼らが有給で学ぶことができるように12)｣しな

ければならないという課題を挙げている｡ ま

た,｢各々の家庭が背負っている違った文化的

な背景と異なった条件を背負って1:-)｣いるため

に教育的に不利な立場に置かれている子ども

たちも,｢積極的な優遇策｣の対象 として想定

されている｡

労働者が有給で学べるように保障するとい

う課題をめぐっては,すでに ｢有給教育休暇

に関する条約 (ILO 140号)｣ (1974年)

がある｡この条約は, ｢有給教育休暇が現代

社会における個々の労働者の真のニーズを満

たすための一つの手段であることを考慮 し｣

(前文)て採択されたものであった｡その第 1

条には ｢この条約において,『有給教育休暇』

とは,労働時間中の特定の期間,教育上の目

的で労働者に与えられる休暇であって,充分

な財政上の諸権利を伴うものをいう｣と定め

られている｡この条約の後に出されたユネス

コの ｢成人教育の発展に関する勧告｣(1976年)

では,教育への権利と労働権とを調和 させる

観点から,有給教育休暇についてより具体的

に,次のような措置を取るよう勧告 している｡

｢報酬を損なうことなしに,もしくは補助的な

報酬の支払いおよび受ける教育にかかる費用

を埋め合わせる目的での支払いを条件 として,

労働時間中に教育休暇を与えることを促進す

ること,および,労働生活中の教育もしくは最

新化を助長するあらゆる他の適切な補助手段

を活用すること｣｡

有給教育休暇は労働者を対象とするからと

いって,たんに職業上の資格や技能の取得の

ためだけに求められているのではない｡｢有給

教育休暇に関する条約｣ は,第 3条において

有給教育休暇の目的を4項 目にわたって掲げ

ている｡その第 1は次のとおりである｡ ｢(a)職

業上および職務上必要な技能の習得,向上お

よび適応,ならびに科学および技術の発展 と

経済的および構造的な変化という事情の下で

の雇用の促進および職の確保｣｡これは職業上

のリカレント教育の機会を有給で保障するこ

とを定めたものである｡ しか し,それだけで

なく,同第3条はさらに,｢(C)労働者の人間的,

社会的および文化的進歩｣,｢(d)一般的には,

労働者が現代の諸要求に適応するのを助ける

適切な継続的な教育および訓練の促進｣ を掲

げている｡(C)項は,職業上の資格や技能の向

上に直接にはかかわらない,社会活動への参

加や文化生活の向上をめざす生涯学習のため

の権利を意味するものといえよう｡ また,(d)

項は総合的な規定になっているが,そこには

職業にかかわるリカレント教育と,人生を豊

かにするための教育 ･文化活動を含めて,お

よそ現代社会でよりよく生 きていくために必

要な教育の機会を保障すべ きだという趣旨に

なっている｡

わが国は,いまだこの条約に批准 していな

い｡生涯学習審議会は ｢今後の社会の動向に

対応 した生涯学習の振興方策 (答申)｣(1992

午)のなかで,｢社会人の学習に対する経済的

な支援｣として ｢リカレント教育の学習者に

対する支援や, リカレント教育を行う大学等

の高等教育機関に対する,国,地方公共団体,

企業等の支援の充実を図ることが望まれる14)｣
と提言している｡ また,｢企業等による支援｣

として,｢企業等において,勤労者の生涯学習

を支援するため,有給教育訓練休暇制度など

を活用したリカレント教育休暇や,ボランティ
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ア休暇 ･休職制度の積極的な導入 ･普及が期

待される15)｣と述べている｡このように労働者

が生涯学習に積極的にかかわれるように特別

の措置をとることは大切であるが,同答申は

ただ期待を述べるだけで,｢有給教育休暇に関

する条約｣の批准を積極的に提起 してはいな

い｡このような状況では,職業上の資格や技

能取得にかかわるリカレント教育の機会を享

受できるのは,恐 らくOJT (仕事を通 じて

の教育訓練)の機会を得られる一部の企業エ

リー トだけで,Off-JT (仕事を一時的に離

れて行なう教育訓練)の機会を碍 ようとすれ

ば再就職のリスクを冒して現職を離れてでも

積極的に学習 しようとする人々か,もしくは

解雇されてやむなくかかわる人々だけであろ

うと推測される｡

市町村が行なう生涯学習事業に積極的に参

加するのは主婦と老人と子どもがほとんどで,

成人男子や働 く女性の参加が少ないといわれ

る｡ この間題をめぐっては,事業のあ り方に

も問題があるかもしれないが,それ以上に大

きな問題は,労働者が安心 して生涯学習に参

加する条件もなければ,長時間労働 ･長時間

通勤によって時間的余裕もないという事情が

大きく影響 していると見て間違いないだろう｡

国の政策として生涯学習社会の実現を本当に

目指すなら,労働者の過酷な労働条件の積和

に取 り組むとともに,｢有給教育休暇に関する

条約｣を早急に批准 し,企業に条約を遵守さ

せる措置を取ることが求められる｡

ジェルピが生涯学習における ｢積極的な優

遇策｣の対象の一つとして想定 している,教

育的に不利な立場に置かれた子どもたちの問

題は,わが国には存在 しないだろうか｡ジェ

ルピが ｢学校にいる児童生徒は,各々の家庭

が背負っている違った文化的な背景と異なっ

た条件を背負って16)｣いるというとき,恐らく

移民や異文化の問題が念頭にあるのであろう｡

こうした問題はとくに欧米では深刻な問題 と

なっているが,わが国でも例外ではない｡年々

増大する外国人労働者とその子どもたちの問

題や,在日韓国 ･朝鮮人に対する教育差別の

問題が指摘されなければならない｡それだけ

でなく,高校中退によって公教育からドロッ

プアウトする若者たちや,不登校 ･登校拒否

によって事実上,学校から排除される子ども

たちの学習権をどうするかも,深刻な問題で

ある｡

高校中退者は,調査が開始された1982年度

以来,年間10万人以上で推移してきたが,1993

年度には94,065人と初めて10万人を割った｡

しかし,同年度には高校在籍生徒数も同時に

大幅に減少 したため,高校全生徒数に占める

中退者の割合は,前年度とまったく同じ1.9%

であった17)｡したがって,実数は10万人を割っ

たとはいえ,大きな改善が見られたわけでは

ない｡

中退の理由を見ると,94,065人の中退者の

うち,｢進路変更｣が43.8%で大半を占めてい

る｡残り約半数のうちでは, ｢学校生活 ･学

業不適応｣が26.1%と最も多く, ｢学業不振｣

9.4%, ｢家庭の事情｣5.5%, ｢問題行動等｣

4.5%, ｢病気 ･けが ･死亡｣4.0%, ｢経済的

理由｣2.3%と続いている｡｢進路変更｣は,

別の高校への入学,専修 ･各種学校への入学,

就職,大検受験などであるが,これらの理由

で高校を中退する生徒たちは,何 らかの明確

な目的をもっているだけに,まだしも救いが

あるといえよう｡ 問題は,｢学校生活 ･学業不

適応｣｢学業不振｣または ｢問題行動｣などの

理由で中途退学する生徒たちである｡ 高校に

なじめないとか,勉強についていけないとか,

問題を起こしたとかいった理由で退学 してい

くこれらの若者たちは,明確な目的をもたな

いだけに,やがては学校や社会からずるずる

と落ちこぼれていくことが懸念される｡ こう

した中退者は,中退者全体の40%,実数で4

万人近くもいるのは深刻な事態といわなけれ
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ばならない ｡

高校中退については,偏差値輪切 り体制と

呼ばれる中学校の進路指導をめぐる問題や高

等学校における教育 ･指導の問題が問われな

ければならないだろう｡ しか し,それらを問

題にするだけでは,現に毎年,中途退学 して

いく若者たちをただちに救うことはできない

わけで,社会教育の領域で何らかの救済策を

考慮することが必要ではないだろうか｡その

意味で,これはジェルどの言う ｢積極的な優

遇策｣にかかわる課題の一つとして見据える

必要があることを指摘 しておきたい｡

高等学校の問題にかかわっては,もう一つ,

同和地区の若者たちの高校進学率が一般に比

べてやや低いという問題がある｡ 文部省調査

によると,1963年度では全国平均の高校進学

率は66.8%であったのに対 して,同和地区の

それは30.0%と,両者には倍以上の開きがあっ

た｡以後,同和地区の若者の高校進学率は急

速に上昇して全国平均との格差も年々縮小 し,

1975年度では全国平均91.9%に対 して同和地

区87.5%と,その差は4.4%になっている｡ そ

れ以後は,格差がやや開いた年度もあるが,お

おむね 5%程度の格差で推移 し,1991年度で

は全国平均95.4%,同和地区90.2%であった｡

同和地区の若者の高校進学率が急速に増大 し

たのは,小 ･中学校における同和教育の進展

によって同和地区の子どもたちの学力の向上

が図られるとともに進学意欲が育まれたこと,

同和地区の地域改善事業の進展によって家庭

や地域の条件が一定程度改善 されたこと,

1966年度から同和地区の子どもたちを対象に

高等学校等進学奨励補助事業が実施されたこ

と,などが大きく影響していると考えられる｡

しかし,他方で同和地区の若者の高校進学率

が全国平均よりほぼ5%低いままで推移 して

いるのは,これらの措置だけでは解決できな

い問題があることを示唆 している｡そうした

問題にはいろいろなものが考えられるが,そ

の一つとして,同和地区では長年にわたる差

別の結果,なお文化的に低位な状況におかれ

ているという問題が指摘 されなければならな

い｡家庭や地域の文化は子どもの成長 ･発達

にとって重要な要因であ り,同和地区におけ

る文化の向上をさらに図ることが課題 とされ

なければならないだろう｡ 学校に通っている

子どもたちの学校外生活における文化的状況

の改善を含めて,これは社会教育 ･生涯学習

の課題というべきであ り,その意味で ｢積極

的な優遇策｣の対象として考えられるべ き課

題である｡

小 ･中学生の不登校 ･登校拒否問題は,い

じめとともに,今日の学校教育の深刻な問題

である｡文部省調査によると,｢学校嫌い｣ と

いう理由で年間50日以上にわたって長期欠席

する不登校 ･登校拒否の児童 ･生徒数はこの

ところ一貫して増大 してお り,1994年度では

小学校が12,222人,中学校が51,316人で,それ

ぞれ全児童 ･生徒数の0.14%,1.10%を占めて

いる｡年間30日以上で見ると,小学生は15,773

人で全体の0.18%,中学生は61,627人で全体の

1.320/oとなっている川)0

長期間にわたって学校に行かない,あるい

は行けない,これらの子どもたちは,どこに学

習の機会を求めればよいのだろうか｡いっこ

うに解決のきざしが見えない不登校 ･登校拒

否問題を前に,文部省は1992年に初中局長通

知 ｢登校拒否問題への対応について｣を発 し,

民間施設をも含めて学校外での施設で子ども

たちが受けた相談や指導を学校-の出席と同

等に扱うという方針を打ち出した19)0

不登校 ･登校拒否の子どもたちを受け入れ

る学校以外の施設には,公的部門としては教

育委員会が設置する ｢適応指導教室｣がある｡

文部省の統計によれば,同教室は1991年度に

は全国133カ所 (都道府県教委設置15カ所,市

町村教委設置 118カ所)で,これらの教室に

通っている児童生徒は全部で3,562人 (小学生
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841人,中学生2,639人,高校生82人)であった｡

これに対 して,登校拒否児童生徒を受け入れ

ている民間の施設は,1992年度時点で229カ所

で,これらのうちで指導を受けている者の数

が判明しているのは134施設,2,715人である20)｡

ここに挙げた統計数値は公的部門と民間部門

とでは年度が異なるが,とりあえずこれを加

算してみると,これらの施設で学ぶ機会を得

ている不登校 ･登校拒否の子どもたちは総数

約6,000人程度となる｡ 他方,1991年度におい

て年間50日以上欠席 した登校拒否児童生徒は

53,416人 (小学生9,652人,中学年43,794人)

であったから,単純に計算して,これらの登校

拒否児童生徒のうち公的または民間の施設で

学習することができたのは,10%をわずかに

上回る程度に過ぎない｡残 り90%近 くが,学

習の機会を得られないままだということにな

る21)｡

登校拒否問題については,子どもたちを再

度登校させることにこだわらず,むしろ学校

以外の場で生きる道を探すことに意義を認め

ようとする動向も現れている｡ 親の会とか,

フリースクールとか呼ばれるものがそれであ

る｡ 不登校 ･登校拒否は,見かけ上は子ども

が学校を拒否した形になっているが,実質は

学校によって排除されたものにはかならない｡

そうした子どもたちに,学校以外に自分の居

場所,生きる道を見出す機会が与えられるの

は大切なことである｡しかし,親の会やフリー

スクールは学校ほど体系的に整っているわけ

ではなく,そこで生活 し学ぶ子どもたちの教

育権 ･学習権をどう保障するかが大 きな問題

となっている｡ 加えて,これらの場では財政

的な援助も得られない場合が多い｡

不登校 ･登校拒否の児童生徒の 9割近 くが

学校に代わる学習の機会を何 ら保障されてい

ないという事態をどうするかという問題とと

もに,学校以外の場における学習条件を今後

どう整備 していくのかなど,登校拒否の子ど

もたちのための校外学習の機会については,

まだまだ解決すべ き問題が山積 している｡ こ

れもまた,生涯学習における ｢積極的な優遇

策｣として考えられなければならない課題で

ある｡

(3) 教育と文化への創造的参加

ジェルピがくりかえして言及する ｢すべて

の人々による教育｣とは,｢すべての人々がユー

ザーとして,同時に教育を創 り出していく生

産者として貢献できる22)｣という意味である｡

そしてそのような教育を確立するためには,

｢全ての人が教育を受けるのみならず,教育を

授ける- 与える,教育者になる- 権利を

持つような教育システムの実現2こり｣が図られな

ければならない｡これは,生涯学習にたずさ

わるすべての人々を,たんなる生涯教育の享

受者やたんなる自己学習の主体としてではな

く,まして生涯にわたる教育という名の管理

統制の客体 としてではなく,生涯学習を自ら

創造する主体,生涯学習に創造的に参加する

主体としてとらえる思想として,とくに注目

に値する理念である｡

しかし, ｢すべての人々による教育｣とは,

たんに学習者が同時に教育者として立ち現れ

ることだけを意味するのではない｡それは,

人々を,生涯学習の目的の設定や政策の策定,

企画 ･立案に到るまで,およそ生涯学習にか

かわるすべてのことがらに参加する主体 とし

てとらえるという思想である｡ジェルピによ

れば,｢生涯教育で大事なことは,既にあるも

のをただ単に受け容れるだけでなく,必要な

ものを創 りだすという創造性24)｣ である｡ 言い

換えれば,人々は ｢ただ単に提供されるもの

を利用する消費者として存在するのではなく,

自分達が達成したい目標をはっきりさせ,そ

のために必要なことに進んで取 り組む必要が

ある25)｣｡さらに,｢これまでの伝統的な教育の

在 り方に身を任せて,あれこれと選別される
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のではなく,自分自身が今後の教育の在 り方

をどうするのかということに参加 し,創造的

に問題に取り組むことが大切26)｣である｡この

ように繰 り返 してジェルピは,生涯学習にお

ける創造的主体として人々をとらえる思想を

展開している｡ ここには,ジェルピが一貫 し

て追求してきて ｢権利としての生涯学習｣ と

いう理念が,ただ与えられる権利ではなく,自

ら創造する権利であることが示されている｡

その･ような理念は,成人教育や社会教育の分

野にとどまらず,学校教育にも当てはまるも

のとしてとらえられている｡ ジェルピが,

｢生涯教育は学校や大学といった教育機関で行

われていく場合でも常に民衆の主導権 とかイ

ニシアティブによって行われていくもの27)｣な

のだと言うのは,その現れである｡ このよう

に,ジェルどの生涯学習論は,生涯学習をめ

ぐる政策の策定から,目的の設定,企画 ･立案,

実際の学習指導にいたるまで,学校教育を含

吟て生涯学習のすべてを,民衆の創造的参加

によって決定するという思想に貫かれている｡

もとより,このような考え方はジェルピ一

人だけのものではない｡すでに,ユネスコの

｢成人教育の発展に関する勧告｣(1976年)の

なかで,成人教育の原則の一つとして次のよ

うに勧告されていた｡｢成人教育は,ニーズの

決定,カリキュラムの開発,プログラムの実施

や評価を含むあらゆる段階の学習過程での決

定行為に,個々の成人,集団,地域社会の参加

を追求すべきである｣｡国際的には生涯学習の

初期の段階からすでに,人々を生涯学習の主

体として位置づける理念が立てられていたこ

とは,いま改めて確認してお く必要があろう｡

ところで,教育の創造的主体になるという

ことは,文化の創造的主体になるということ

でもある｡ジェルピが ｢学校や大学等の教育

機関のみならず人々の手によって教育が発達

しているところでは若者や成人といった様々

な異なった人々は皆,教師や文化的創造者に

なることができる2R)｣と言っているのは,そう

いう意味でとらえることができる｡

ユネスコの ｢成人教育の発展に関する勧告｣

(1976年)は,すべての成人が ｢文化の媒介者｣

であるという視点を打ち出している｡ すなわ

ち,｢成人教育は,すべての成人が,自己の生

活経験によって, 自己の参加する教育過程に

おいて学習者と教師の両方の役割を演ずるこ

とができる文化の媒介者である, ということ

を承認すべきである｣｡この勧告が採択された

同じユネスコ総会で採択された ｢大衆の文化

生活への参加および寄与 を促進する勧告｣

(1976年)は, ｢すべての個人が自由かつ十分

に文化的創造に参加 し,かつその恩恵を享受

することを可能にする｣ことをめざして出さ

れたものであるが,そこでは文化の概念およ

び参加の意味が次のように定義されている｡

すなわち, ｢文化の概念は,集団もしくは個人

の生活様式および芸術的活動における,集団

もしくは個人によるすべての形態の創造およ

び表現を含む広義のものである｣｡また, ｢文

化的生活-の参加とは,すべての集団もしく

は個人が,自らの人格の全面的な発達,調和の

とれた生活および社会の文化的な進歩を目的

として,自己を自由に表現 し,伝達し,行動 し,

かつ創造的活動に従事することを保障された

具体的な機会のことである｣｡大切なことは,

文化への権利がたんに与えられた文化を享受

する権利ではなく,だれもが文化の創造に参

加できる権利であること,しかもそれは個人

の私的自由として保障されるだけではなく,

そのための機会が具体的に保障されることが

求められていることである｡｢具体的な機会｣

は各人の努力によって得られるというよりは,

公的 ･社会的に保障すべ きことがらであるこ

とを意味している｡そのことは,この勧告が

加盟国に対 して ｢文化的生活-のアクセスと

参加に関連する権利を人権として保障する｣

措置を取るよう求めていることに示されてい
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る｡

こうして,人々を学習の主体であるだけで

なく教育 ･学習を自ら創造する主体 として,

したがってまた文化を創造する主体として位

置づけることは,まさに国民を管理 ･統制の

対象と見る生涯教育の発想から,権利として

の生涯学習へと発想を転換 させるための重要

な視点である｡そ してまた,文化は本来人々

を互いに結びつけるものであるとすれば,人々

を生涯教育の主体,文化の主体 として位置づ

ける発想こそ,ジェルピが懸念するような,

人々を互いに分断する生涯教育の危険性を回

避する唯一の道だといってよいだろう｡こう

して,人々を文化的創造主体 としてとらえる

発想こそ,権利 としての生涯学習のキー概念

にはかならないのである｡

わが国の場合,市民の文化生活はなお低い

レベルとどまっているといわざるをえない｡

文化は多くの場合,教育と同様,商品として

購入されるものであ り, したがって文化への

アクセスの度合いは商品としての文化を購入

する購買力の有無にかかっているといっても

過言ではない｡もちろん,文化の受け手であ

るだけでなく,自ら文化的活動や創造的活動

を行なう市民も少なくないが,その多 くは経

済的負担能力と時間的余裕のある人々に限定

されているのが実情だといってよいだろう｡

1960年に採択 されたユネスコの ｢博物館を

すべての人に利用できるようにする最 も効果

的な方法に関する勧告｣では, ｢博物館は,す

べての階層の観覧者の都合,とくに労働者の

余暇時間を掛酌 して,毎日都合のよい時間に

開館されるべ きである｣ とか, ｢観覧料はで

きる限り無料 とすべ きである｣ とか,さらに

は ｢博物館は地域社会の知的 ･文化的生活に

貢献すべ きであ り,地域社会はこれに対 して

博物館の活動と発展に参画する機会が与えら

れるべきである｣などの勧告を行なっている｡

わが国の博物館のなかで,この勧告の理念に

沿った運営を行なっているものは,果たして

どれだけあるだろうか｡また,1972年の ｢ユ

ネスコ公共図書館宣言｣では, ｢農村や市外

地域には分館や移動図書館が設置されるべき

である｣と定められているが,分館の設置数

や移動図書館の巡回頻度は十分であろうか,

またそれらによって利用 しうる図書や資料は

十分なだけ用意されているだろうか｡

総じてわが国では,文化的活動に対する条

件整備や公的保障はまことに貧弱な状況にあ

るといわざるをえない｡なるほど,このとこ

ろ各地に芸術会館や文化ホールが相次いで建

設されてはいるが,その中身は必ず しも充実

しているとはいいがたい｡

こうした状況の一方で,自覚的な市民の自

主的運動によって,新 しい地域文化が創造さ

れつつあるのが注目される｡労働者のための

芸術鑑賞運動や,子どものための芸術鑑賞運

動には,すでに長い伝統を誇るものも少なく

ない｡また,全国に広がる生活協同組合が文

化的活動に発展 してきている例 も見られる｡

このような地域文化運動は, しかしたんなる

鑑賞活動にとどまるものではない｡それは,

｢みずからおこなう参加型文化活動29)｣への広

がりを見せてお り, ｢文化活動の自主的な発

展をめざすだけではなく,国や地方自治体の

文化政策に参与 し,より公共的な視野にたっ

て芸術文化の振興のありかたを提言 し,また

その実現のために努力するという役割:''')｣を担

う段階にまで発展 している｡こうして力量を

蓄え文化的創造の主体として育ってきた地域

文化運動の担い手たちの間で,いま ｢文化協

同｣への関心が高まっているという指摘にも

注目しておきたい｡協同組合運動としては生

活協同組合がすでに長い伝統を誇っているが,

生協運動はたんに商品の協同購入をめざすだ

けでなく,消費者が生産者に働 きかけ両者が

協同することによって,よりよい暮らしと地

域づくりをめざす運動へと発展 してきた｡｢文
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化協同｣もそのような協同組合運動の理念を

｢芸術文化 ･地域文化の分野でも実現 したいと

いう願い:il)｣に結びついたもので,たんに鑑賞

活動の共同化にとどまらず,文化の送 り手と

受け手とが協同して新たな文化を創造する活

動であり運動でもある｡ 教育や文化をめぐる

条件整備や公的保障の貧弱さにもかかわらず,

香,それゆえにこそ,いまようやくわが国でも,

そのような ｢文化協同｣のネットワークをめ

ざす動きが出て来つつあることは,市民が自

らを教育と文化の主体として確立する可能性

が開かれつつあることを示すものであ り,ま

た生涯学習の一つの方向を示唆するものとし

て,とくに注目しておきたいことである｡

2. 現代の子育て ･教育の再生

(1) 学校の病理と生涯学習

生涯教育ないし生涯学習は, もともと学校

教育と社会教育ないし成人教育とを統合する

だけでなく,それらを生涯学習の観点から再

編成することを課題とするものであった｡そ

れは言い換えれば,学校教育の延長として生

涯学習を発想するのではなく,生涯学習の側

から学校教育をとらえなおすことを意味する

はずである｡

ひるがえって,今日のわが国の学校には問

題が山積 している｡落ちこぼれ,いじめ,不

登校 ･登校拒否,校内暴力,体罰等々,これ

らはいずれも現代学校がかかえる病理という

べき問題である｡これらは今日の学校そのも

のの否定的ありように由来するだけでなく,

生涯学習社会の到来が叫ばれながら,なお学

校教育が過大な任務を担い,また社会からも

そのように期待 されていることによるところ

が少なくない｡そうした現代学校の病理に対

して,生涯学習の理念はどのような解決策を

提示しうるのか｡

他方で,上記のような諸問題は,学校が教

青において大 きな比重を占めていることによ

るばかりでなく,今 日の大人社会が学校をそ

のような状況に追い詰めていることによる面

も少なくないことを指摘 しなければならない

だろう｡ 例えば,今日の深刻ないじめ問題に

ついても,学校社会のもつ病理によって引き

起こされている面ばか りでなく,現代社会そ

のもののいじめの構造ともいうべ きあ りよう

が,学校に影を落としている面も少なくない｡

そうした現代社会のい じめ構造に,生涯学習

はどう切 り込んでいけるのか｡また,故師の

体罰についても,教師たち自身の間に体罰容

認の意識がなお残っているだけでなく,父母 ･

国民の間にも体罰を容認する風潮が根強いと

いう問題があ り,そうした風潮に生涯学習は

どう働きかけうるのかという課題が問われな

ければならないだろう｡

これらの背景には,いうまでもなく,今日

の学校が能力主義と管理主義に支配されてい

るという問題がある｡ そ して,能力主義につ

いて言えば,それは直接には労働力政策と結

びついた能力主義教育政策によるところが大

きいとはいえ,同時に ｢下からの能力主蕎i2)｣

といわれるように,父母 ･国民が自ら学校に

おける能力主義教育に手を貸 している面 もあ

ることが否定できない｡また,管理主義教育

は,たんに教師が子どもたちを管理するばか

りでなく,学校が家庭を管理するという側面

がある｡ そうした管理主義教育のあ りように

対 して,父母 ･国民はどこまで自覚的 ･批判

的でありえているだろうか｡こうした能力主

義教育 ･管理主義教育の問題については,社

会教育団体として位置づけられているPTA

のありようも問われなければならない｡

一方,子どもたちの問題状況をめぐっては,

家庭と地域の教育力の低下が指摘されて久し

い｡家庭 ･地域の教育力を再生させるには,

何よりも父母 ･国民が問題を自覚的にとらえ

ることが求められよう｡ しか し,その父母 ･
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国民は,過労死を招 く過酷な労働条件のもと

で,自らの人権をさえないが しろにされてい

る｡ こうした状況とは無関係に,生涯学習が

たんに職業能力の向上のための訓練であった

り,趣味 ･教養のための余暇活動であった り

するなら,そ してその挙げ句に国家統制にか

らめとられるだけであるなら,あまり生産的

なこととはいえないだろう｡

もとより,国民が "賢い親"になることを

援助するのが生涯学習の唯一の任務 というわ

けではない｡しか し,国民が "賢い親"にな

るのを援助するという働 きを抜 きにして生涯

学習を考えるなら,それは狭い見方という誹

りを免れないだろう｡ もちろん, "賢い親"

になるには,まずは "賢い大人" "賢い市民"

として成長することが不可欠である｡だから,

賢い親になるために "親業"の訓練をとりた

てて必要とするというわけではない｡趣味や

教養のための生涯学習でも,それがたんなる

余暇活動に終始するのではなく,一人ひとり

の人間としての成長を促す働 きを内包するな

ら,それが何が しかの意味で親としての成長

にも影響するはずである｡また,職業上の資

格を得るためのリカレント教育であっても,

それが同時に人間的成長をもたらす ものであ

れば,それはまた親としての成長に影響を与

えないはずはない｡そ して何よりも大切なこ

とは,生涯学習によって,ジェルピが懸念す

るように,人々が互いに分断されるのではな

く,互いに人間として結びつけられることで

ある｡ 逆にいえば,そのような働 きをもった

生涯学習の内実の実現が求められるのである｡

生涯学習がそのような内実をもつとき, "質

い親"とは,ただわが子の幸福だけを願い,

わが子の利益だけをめざす孤立 した親ではな

く,協同して子育て ･教育にあたる "親たち"

として立ち現れるであろう｡

ユネスコ成人教育会議の ｢学習権宣言｣は,

学習権とは ｢読み,書 く権利であり,質問 し,

分析する権利であり,想像し,創造する権利｣

であると言っている｡ とくに,｢想像 し,創造

する権利｣が大切である｡｢想像し,創造する｣

対象はもちろん多様であるが,そのなかには

大人にとっても子どもにとっても住みよい社

会や,子どもたちが幸福な子ども時代を送れ

る学校はどうあるべ きかを ｢想像｣ し,その

ような社会や学校を ｢創造｣する権利を含む

ものとしてとらえられなければならない｡こ

のように生涯学習のなかで学習権を保障され

た父母 ･国民が,ものごとを豊かに ｢想像｣

する力と,自分たちの願いにしたがってもの

ごとを ｢創造｣する力を獲得することが,堤

代の学校を根底から作 り替える大きな力とな

るに違いない｡

ジェルピは,｢むしろ生涯教育というものが

いろいろな教育制度にとっての原則であり,

戟略である:")｣という考えを表明している｡こ

れは生涯学習の視点から現代学校のありよう

をとらえなおすという課題を指摘 したものと

して注目しておきたい｡父母 ･国民が,生涯

教育による管理統制の客体としてではなく,

権利としての生涯学習の主体 として自らを確

立するとき,今日の学校の病理を解決する大

きな力になることが期待されるのである｡

(2) 学校改革とPTA

父母 ･国民が自らを教育の主体として確立

し,それによって今日の学校の病理を解決す

る力となるためには,恐らくPTAが最も現

実的な基盤となりうるだろう｡ しかし,現実

のPTAは,そのあるべ き理念からはほど遠

いといわなければならない｡

戦後わが国に導入されたPTAは,もとも

と戟後教育改革のなかで教育民主化の一翼を

担うものとして期待 されていた ｡ 文部省が

1947年に出したPTAのための手引き書とも

いうべき ｢『父母と先生の会』資料｣には,そ

の ｢趣旨と目的｣のなかで次のように述べら
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れている｡

｢現在の実情はというと,この子供達に影

響を与えるこの学校,家庭,社会という三つ

の場所がお互いに密接な連絡をもたず,みん

なばらばらになっていることが多い｡これで

は子供達の教育が充分に実を結ぶことはでき

ない｡この三つの場所がお互いに充分に連絡

し,子供達に与える影響を考えあって補い合

うことが何よりも必要である｡ そして子供達

に色々要求するのみでなく子供達の幸福のた

めにどうすれば一番よいかを真剣に考えてそ

の実現に努力して行 く｡ 必要とあれば子供達

の保護のための法律や規則を国や公共団体に

つくって貰うように請願する｡ 必要な施設を

増設して貰う,娯楽や厚生の仕事を進めて貰

うとか云うように強力に活動をする責任があ

るのである｡これは明日の日本,民主主義日

本をつくりあげて行 くために是非私達が しな

ければならぬ仕事のひとつではあるまいが4)｡｣

家庭 ･地域 ･学校三者が一体 となって子 ど

もたちにとって望ましい教育空間を創出する

ためにこそ,父母と教師が協力 しあい,子ど

もたちの幸福のために何をなすべきかを真剣

に考えあう｡ そして,必要とあれば当局に要

望して教育条件の整備をはかる｡ そのような

役割をもつものとして, PTAは考えられて

いたのである｡

PTAのこのような役割を達成するには,

父母と教師がいっしょになって学び合うこと

の大切さが重視されていたのが注 目される｡

すなわち同 ｢資料｣ は, PTAの事業計画と

して次のような具体例を挙げている｡｢例えば,

『父母と先生の会』として児童教育や保健問題

や其の他社会問題,時事問題,経済問題等に

ついて必要な知識と教養を身につけるために

講演会や,講習会や,討論会等を開催 したり,

教育映画を観覧 したり,娯楽会其の他の催 し

をしたり,学校設備其の他の改善や,児童生

徒の厚生,福利施設等について具体的に計画

してその活動を開始する･i5)｣ ｡ 子どもや教育の

問題にかぎらず,社会問題や時事問題,経済

問題についての学習会などが挙げられている

ことに示されているように, PTAは ｢明ら

かに主権者としての意識を高める政治的教養

が重要な位置を占めていた:"i)｣と見られるもの

だったのである｡

こうして,PTAはたんなる学校後援会で

はなく,父母と教師がともに学びあう社会教

育 ･成人教育のための組織 として位置づけら

れ,そうした学習に裏づけられた自覚にもと

づいて,学校 ･家庭 ･地域の改善をはかるこ

とをねらいとするものであった｡

PTAが父母の教養と自覚を高める社会教

育 ･成人教育の役割を担 う点については,文

部省が1947年に提示 した ｢『父母と先生の会』

参考規約=-7)｣(第一次参考規約)で, PTAの

目的の一つとして次のように述べていること

にも示されている｡すなわち,第 2条の第 2

号に,｢家庭生活及び社会生活の水準を高め,

民主社会における市民の権利と義務 とに関す

る理解を促すために,父母に対 して,成人教

育を盛んにする｣と定められている｡ さらに,

第3号では ｢新 しい民主的教育に対する理解

を深め,これを推進する｣と定められている｡

第2号の規定はとくに父母を対象 とする記述

となっているが,第 3号の規定は,父母だけ

でなく教師に対 しても,戟後民主教育の理念

についての自覚を促すという目的が含まれて

いる｡ いずれにせよ, PTAは,父母と教師

がともに現実の社会問題を見つめ,また戟後

民主主義の理念を学びあうことによって,氏

主的主権者としての自覚を高め,それを基礎

として戟後民主教育の担い手として自らの成

長をはかるという役割を果たすことが期待さ

れていたのである｡

PTAは文部省の主導のもとで全国へ急速

に普及していった｡PTAは任意団体であ り,

したがって父母と教師が自ら主体的に組織す
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るのが本来であるが,現実には上からの政策

として進められていった｡ その結果,実際に

つくられたPTAの多 くは,必ず しもその本

来の趣旨にそったものではなかったといわれ

る｡ 戦前にも学校 と家庭を結ぶ組織 として父

兄会とか後援会などがあったが,｢それらの多

くのものは学校設備や催の寄付や後援をする

ことがその主な仕事であって,本当に子供達

の為の仕事をしてゆくということが砂｣ く,

｢学校の先生方から色々説明をきき,注意をう

け依頼をうけると云う具合で父母の方は常に

受身になっていて積極的な活動をすることに

欠けていた｣,｢そこでこれからは今迄の父兄

会などのやり方を充分反省 して,父親も母親

も一緒になって, もつと実際的に力ある立派

な組織をつくる必要が｣あり,そのためには

｢先生が中心となった会ではなく,先生と父母

が平等な立場に立った新らしい組織を作るの

がよい｣と,文部省の ｢資料｣はわざわざ,

戟前の学校後援会の欠陥を指摘 し,新 しいP

TAを創出する必要を強調 していた:A)｡にもか

かわらず,全国に一斉につ くられたPTAの

ほとんどは,まさに文部省が警告 したその戟

前流の学校後援会とあまり違わないものであっ

たといわれる｡ また,こうして急速に作 られ

たPTAは,その大部分が,文部省の参考規

約をそのまま引き写しに自分たちの規約を作っ

たといわれるが, しか し先に指摘 したような

PTAの目的は,ほとんど自覚的には受け止

められなかったといわざるをえない｡

しかし,その後の民主主義の発展のなかで,

PTAも民主的な団体 として成長 していく余

地がなかったわけではない｡ だが実際には,

そのようにPTAが成長していかないうちに,

占領政策の転換に伴う戦後民主教育の ｢逆コー

ス｣のなかで,PTAもまた国家統制の下に

からめとられていくことになる｡ その最初の

現れは,｢文部省の強力なてこ入れ:19)｣ によっ

て,1952年にPTAの全国組織 ｢日本父母 と

先生全国協議会｣(日本PTA全国協議会-日

P)が組織されたことである｡ これ以後,各

校のPTAは半ば強制的に日Pに加盟させら

れ,自主独立の団体としての性格 (第一次参

考規約の第6条 ｢本会は,自主独立のもので

あって,他のいかなる団体の支配,統制,千

渉をも受けてはならない｡｣)が事実上失わさ

れていく｡次いで,1954年に文部省は新 しい

規約案 ｢小学校 F父母と先生の会』 (PTA)

参考規約4°)｣(第二次参考規約)を提示 した｡

この規約案では,第一次参考規約にあった目

的条項が大幅に改定 ･縮小された｡ 先に指摘

した,第一次参考規約第 2条の第 2号,第3

号も削除の対象とされている｡ 代わって,第

二次参考規約では,PTA活動の一つとして

｢よい父母,よい教員となように努める｣ とい

う項目が加えられている｡民主社会における

市民の権利と義務についての学習や,民主教

育についての理解を抜 きにして,よい父母,

よい教員になることは,与えられた体制に従

順な父母 ･教師のあ り方を求めることを意味

していると見て間違いないだろう｡第二次参

考規約ではまた,先に指摘 した自主独立の団

体としてのPTAの性格づけにかかわる第一

次参考規約の第6条も削除されている｡

このような経過を経て,今日のPTAはそ

のほとんどが形骸化 しているといわれる｡

"PTAはげた箱から" (PTAの会合など

では父母が本音をいえず,散会するときになっ

てようやく本音が出て くるという意味)叩 け

旅されるように,PTA活動のなかでは父母

が本音で語れないこと,あるいはバザーだけ

は熱心だが,話 しあいは低調などと皮肉られ

るのも,こうした形骸化の現れにはかならな

い｡子どもの問題は子どもの問題でありなが

ら,子どもの問題であるにとどまらない｡今

日の子どもたちに現れている様々な問題状況

は社会の歪みの反映にはかならず, したがっ

て子どもの問題を真剣に話 しあい学習 しあう
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ことは,そのまま現代社会を深 くとらえ,父

母として市民として何をなすべ きかという課

題をとらえることに通ずるはずである｡ それ

だけに,PTAがその本来の姿を取 り戻すこ

とは,生涯学習の視点から見ても重要な課題

というべきであろう｡

かつて宮原誠一は,PTAの4つはたらき

を挙げて次のように述べた｡｢PTAの四つの

はたらきとは,学習を組織すること,文化活

動を組織すること,実際活動を組織すること,

教育運動を組織することの四つであ り,この

意味において,PTAは,学習組織であ り,

文化的活動組織であ り,実際活動の組織であ

り,そして教育運動組織でなければなりませ

ん41)｣｡ここには,PTAがまさに教育 ･学習

の主体,そして学校改革の主体としての役割

を担わなければならないことが示されている｡

このような視点に立ったPTAが実現され,

父母が教育 ･生涯学習の主体として自らを確

立するなら,それによって今日の学校をめぐ

る諸問題の多くが,解決の見通 しを得られる

だろうと期待されるのである｡

(3) 地域子育て運動と教育の協同

PTAがこのように低迷している一方では,

このところ各地で地域子育て運動が展開され

いてるのが,新 しい動きとして注目される｡

子育て ･教育や文化をめぐって危機意識をもっ

ている自覚的な親たちや,あるいは子どもの

問題に悩む親たちが,互いに手をつなぎ輪を

広げ,様々な組織をつ くって運動を展開して

いる｡そして,それらの組織や運動体が相互

に連絡し合って,子育てネットワークなどに

発展している事例も現れてきているのである｡

そうしたネットワークの形成は,例えば,

地域の診療所や保健所が核となって子育てネッ

トワークに発展 した事例,保育所が地域の子

育てセンターの役割を果たしながら地域子育

てネットワークに発展 していった事例,児童

館や学同保育から発展 していった事例,登校

拒否児の親の会から発展 した事例,生協運動

から発展 した事例など,多様な形ですすめら

れている42)｡生協運動から発展 した事例として

は,山形県鶴岡市の ｢鶴岡生協｣の事例がよ

く知られている｡鶴岡生協は先鋭的な生協運

動を創 り出したことで知られるが,同生協は

その活動の発展のなかから教育活動センター

を発足させるまでに到っている4:i)0

また,愛知県では愛知私教連 (愛知県私立

学校数職員組合)の主導のもとで,県下の各

私立高校が連帯 しあって教育運動を展開 して

いる｡ この運動は ｢高校生フェスティバル｣

｢サマーセミナー｣および ｢地域父母懇談会｣

の3つを活動の柱 とするもので,こうした取

り組みをとおして教師,父母,生徒がそれぞ

れに成長するとともに,地域における大 きな

教育ネットワークが形成されている｡これは

先にあげたような地域子育て運動とはやや性

格の異なるものではあるが,一つの学校のP

TAという範囲を越えて父母と教師が互いに

結びつき,子どもたちととともに教育を考え

なおす契機となっているこの運動 も,新 しい

子育て ･教育運動の一つのスタイルとして注

目されるのである44)｡

こうして各地ですすめられている子育て ･

教育運動は,全国的な協同にまで発展 し,

1980年代には子育て ･文化協同の全国交流集

会を定期的に開催するまでに到っている｡

このような地域子育て運動は,その発展形

態は多様でありながら,いずれも地域の暮ら

しを見つめるなかから,文化運動と一体となっ

て発展 したところに共通の特徴がある｡ それ

は,佐藤一子の指摘するように,｢生活を語っ

て文化への視野をもたないならば,それは今

日の生活危機の特質を的確にとらえたことに

はならない｣からであ り, とりわけ ｢子育て

をめぐる困難な事態｣が ｢生活と文化の危機

的状況の トータルな把握｣を必要とするから
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である45)｡そして,｢労働 ･生活 ･文化の 『複

合汚染』のなかで,子 どもたちが人間らしく

育つ素地が失われている｣今日においては,

｢この悩みと不安から出発する子育ての共同こ

そ,あらゆる生活 ･文化の協同的実践の結節

点｣であり,｢さまざまな協同のネットワーク

は,未来の社会のにない手たちの生活原理,

集団原理として根をおろしてこそ,真にそれ

ぞれの個別的目標を達成 しうる｣ と期待され

るのである46)｡こうして,地域子育て ･教育運

動は,生活と労働 と教育 ･文化をめぐって地

域住民が地域の主人公として自らを確立する

大きな契機を含むものであるだけでなく,先

に指摘 したような文化への創造的参加 という

視点とともに,地域住民が教育 ･生涯学習の

主体として自己形成をはかる重要な契機を含

むものとして,注目を要すると考えられる｡

このような子育て運動に参加する自覚的な

地域住民や父母は,全体から見ればまだ少数

かもしれない｡とはいえ,確かな足取 りでこ

のような運動が展開されているのは,低下 し

て久しいといわれる家庭 ･地域の教育力を回

復する大きな力となるにちがいないし,固く

閉ざされた学校の門戸を開かせる力ともなる

にちがいない｡そして何よりも大切なことは,

こうした運動をとお して,地域住民自身が自

らを主権者として確立しつつあることであり,

それこそ権利としての生涯学習にふさわしい

内実をなすものというべきであろう｡

3.生涯学習における人権教育

(1) 人権教育をめぐる課題

生涯学習審議会の ｢今後の社会の動向に対

応 した生涯学習の振興方策 (答申)｣ (1992年)

は生涯学習において ｢当面重点を置いて取 り

組むべき四つの課題｣ を提起 しているが,そ

の第4の課題として ｢現代的課題に関する学

習機会の充実｣を挙げている｡そ して同答申

は,現代的な課題とは ｢社会の急激な変化に

対応し,人間性豊かな生活を営むために,人々

が学習する必要のある課題｣であるととらえ,

具体的には ｢生命,健廉,人権,豊かな人間

悼,家庭 ･家族,消費者間題,地域の連帯,

まちづくり,交通問題,高齢化社会,男女共

同参画型社会,科学技術,情報の活札 知的

所有権,国際理解,国際貢献 ･開発援助,人

口 ･食糧,環境,資源 ･エネルギー 47)｣などの

諸課題を列挙している｡ 課題は多岐にわたる

が,このなかで,たとえば ｢家庭 ･家族｣｢地

域の連帯｣｢まちづくり｣などは,権利として

の生涯学習の確立の課題, また現代学校教育

の問題や家庭 ･地域の教育力の再生の課題に

かかわることがらとしてとらえられよう｡ 他

方,｢生命｣｢健康｣｢人権｣｢豊かな人間性｣

｢男女共同参画型社会｣｢国際理解｣｢環境｣な

どは,総 じて人権教育の課題としてとらえる

ことができよう｡

｢ユネスコ国際人権教育会議最終文書｣

(1978年)は,およそ教育は人権意識の増大を

促すものでなければならないとして次のよう

に述べている｡｢教育は,自己の諸権利につい

て各人に認識させるものであると同時に,他

人の諸権利の尊重を浸透させるものであるべ

きである｣｡そして,そのような人権意識の育

成は,教育のあらゆる場面,あらゆる段階にお

いて促されなければならないとして次のよう

に言う｡｢人権はすべての段階の教育制度およ

び家庭を含む学校外教育において教育されな

ければならず,かつ識字教育および後期識字

教育計画を含む継続教育計画において教育さ

れなければならない｡かかる目的のために諸

国家は,人権教育を改善かつ普及するために

努力し,協力しなければならない｣｡

他方,｢ユネスコ6年プラン (1977-82年)｣

は, ｢人権プログラムは,人権についての態度

形成は幼児期か早期の少年期にはじまるとい

う事実を考慮に入れる必要がある｣ という視
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点を提起している4H)｡ここにも示されているよ

うに,人権教育による人権認識 ･人権意識の

育成は,幼児教育 ･初等教育を含め,早い時期

から行なわれるべきものである｡ しか し,同

時にそれは ｢ユ ネスコ国際人権教育会議最終

文書｣が指摘するように,学校教育だけで完

結するものではなく,成人教育を含めた生涯

学習の課題としてとらえられなければならな

い｡

｢ユネスコ6年プラン (1977-82年)｣は,

先の引用に続けて次のように述べている｡｢自

己尊重と他者尊重の概念,すなわち人権の真

の基礎は家族のあいだで最初にコミュニケイ

トされる｡ それゆえ,両親が人間的で公正な

関係を両親間とすべての家族員のあいだに発

展させるような教育を家族生活に用意するこ

とが本質的である｡ /そのような家庭教育プ

ログラムは,家族のあいだで人間の尊厳と婦

人の権利は家庭の雰囲気の本質的な要素であ

り,人権にたいする積極的な態度を促進する

という十分な認識のうちに計画されなければ

ならない｣｡ここには,幼児期から始まる人権

についての態度形成は,両親の人権意識の度

合いによって影響されるという認識が示 され

ている｡では,その両親の人権意識はどのよ

うにして獲得されるのだろうか｡｢ユネスコ6

年プラン (1977-82年)｣は他方で,｢人権教

育の方法は,幼児から成人まであらゆる年齢

の人びとのために,とりわけ各年齢集団と各

環境に適合するように発展させられるべきで

ある｣と述べている｡ こうして見ると,両親

の人権意識の形成においては成人教育がとく

に重要な役割を果たすべきものと想定されて

おり,そうして育成された両親の人権意識が

幼児期からの人権教育に重要な要素として作

用するという視点でとらえられていることが

わかる｡こうして,生涯学習, とくに成人教

育における人権教育は,両親の人権意識の増

大とともに,その子どもへの人権教育として,

二重の意味で重安だといえよう｡

ところで,わが国に眼を転ずるなら,人権

教育をめぐっていまとくに焦点的な課題となっ

ているのは,同和教育にかかわる人権教育の

課題である｡ わが国の国内における人権問題

のなかでも最 も深刻な人権侵害の問題の一つ

である部落差別は,1969年以来の数次にわた

る地域改善対策事業によって,｢実態的差別｣

に関しては改善が進んでいる49)｡現在は,｢地

域改善対策特定事業に係わる国の財政上の特

別措置に関する法律｣(地域改善財特法)が19

87年3月末日に公布され1992年 3月末日に失

効してのち,一部削除または見直 しのうえ5

年間延長され,1997年 3月末日をもって地域

改善対策のための法的措置は基本的には終了

を迎える段階に到っている｡

地域改善財特法の延長を具申した地域改善

対策協議会は ｢今後の地域改善対策について

(意見具申)｣(1991年)において,地域改善対

策の推進により ｢同和地区の生活環境等の劣

悪な実態は大きく改善をみ,同和地区と一般

地区との格差は,全般的に相当程度是正され,

また,心理的差別についても解消が進み,そ

の成果は全体的に着実に進展をみている50)｣と

いう認識を示 している｡ しかし特別対策によっ

て改善すべき問題はなお残っており,｢直ちに

一般対策へ全面的に移行することは適当では

なく,現実的でもない51)｣という認識から,地

域改善財特法の延長を具申したのであった｡

だが同時に,それは ｢地域改善対策は,永続

的に講じられるべ き性格のものではなく,事

業の迅速な実施によって,できるかぎり早期

に目的を達成する52)｣ための措置として考えら

れていた｡

地域改善対策協議会はすでに,地域改善財

特法のさらに前の ｢地域改善対策特別措置法｣

(1982-1987年の時限法)が施行 されていた

1984年の ｢今後における啓発活動のあり方に

ついて (意見具申)｣ において,｢同和地区住
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民の生活実態,物的環境の改善は相当に進み,

一部の地区については問題を残 してはいるも

のの,いわゆる残事業は地域改善対策特別措

置法の有効期限内におおむね達成できると見

込めそうな状況になっている5:-)｣という認識を

示していた｡そ して, ｢人権意識の高揚を基

盤とした心理的差別の解消の実現は今日以後

の重要な課題とされている54)｣として,部落差

別解消の重点は実態的差別解消のための特別

対策事業から,心理的差別解消のための人権

教育に移 りつつあるという認識を示 していた｡

結果的には,この意見具申以後,さらに地域

改善財特法 (5年間の時限法)施行とその 5

年間延長という措置が取られ,なお残る実態

的差別の解消のための事業が行なわれている

わけであるが,今 日の段階ではいよいよ人権

教育に一層の重点をお くという課題が現実の

ものになりつつあるといえよう｡

ところで,部落差別を ｢実態的差別｣と

｢心理的差別｣という二つの相においてとらえ

るという考え方は,同和対策審議会 (同対審)

答申が打ち出したものである｡ 同答申によれ

ば,｢心理的差別｣は次のようにとらえられて

いる｡｢心理的差別とは,人々の観念や意識の

うちに潜在する差別であるが,それは,言語

や文字や行為を媒介として顕在化する｡たと

えば,言葉や文字で封建的身分の燥称をあら

わして侮蔑する差別,非合理な偏見や嫌悪の

感情によって交際を拒み,婚約を破棄するな

どの行動にあらわれる差別である55)｣｡

同対審答申のこのような ｢心理的差別｣の

とらえかたには批判もある56)｡心理的差別や偏

見を克服するには一定の時間が必要であるだ

けでなく,心理的差別や偏見は実生活上の差

別や権利侵害に深 く根ざしているので,それ

だけを切 り離 して解消することができると考

えるのは幻想に過 ぎよう｡一連の地域改善対

策事業によって被差別部落の実態的差別は解

消に向かいつつあるとしても,一般地区の住

民が部落差別と別の問題,例えば性差別や経

済上の差別等々の問題で差別されている事実

が存在するかぎり,被差別部落に対する差別

意識を解消するのは容易ではない｡だから,

心理的差別だけを取 り出して,教育や啓発に

よってその解消をはかろうとするのは,片手

落ちというべきである｡

そのことを十分承知 しつつ, しかし,やは

り心理的差別をそれとして克服の対象とする

ことは意味のあることではなかろうか｡差別

意識は先入観や偏見による部分も少なくなく,

それが事実の反映であるという面をも視野に

入れながら,その克服のための教育活動が求

められている｡

そのさい,自らの先入観や偏見を対象化 し

つつ,それを乗 り越える主体性を自らのうち

に築 くとともに,先入観や偏見を生み出す自

らの生活事実をめぐる人権侵害や差別を見据

え,その解決を目指す自覚を同時に育成する

ことが必要であろう｡ それは生涯学習にかか

わっていえば,学習活動をとお して自分をと

らえなおすことである｡ そして,それは生涯

学習を権利として確立するという課題と不可

分に結びついているといえよう｡

(2) 人権教育の目的

人権教育の目的について,｢ユネスコ国際人

権教育会議最終文書｣(1978年)は,次の 3つ

の課題を掲げている｡｢(i)人権に固有な寛容,

尊重および団結の態度を養うこと (ii)人権の

国内的および国際的次元ならびにその実施の

ために設けられた諸制度について,人権に関

する知識を与えること (iii)人権の国内的およ

び国際的水準において,社会的,政治的現実

の中に実現される方法と手段についての各人

の認識を発達させること｣｡

(i)は,差異 (人種,民族,思想,信条,宗

教,文化等々の差異)を認めあう寛容さ,自

他の人権を尊重する意識と態度,そ して人権
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を守るために団結する態度を育てるという目

的,(ii)は,国内レベル ･国際レベルで人権を

保護 し保障する思想や理念,人々の自覚の度

合い,解決すべ き課題は何であるか, また人

権保障のためどのような制度が整備 されてい

るかについて,確かな知識を与えるという目

的,そして (iii)は,そうした制度的裏づけの

もとで実際に人権を実現するために何がで き,

またなすべきか, さらには人権保障の レベル

を高めるためにどのような制度の整備が必要

であるかについての認識を発達させる目的,

というようにとらえることができよう｡ こう

して,人権教育は,ただ人権の内容やそれを

実現するための制度に関する知識を与えるだ

けでなく,自他の人権を尊重する態度の育成

を前提とし,人権に関する知識をよりどころ

として,歴史的発展段階のなかで人権を拡大

するための課題についての認識を育成するこ

とまで,目的とするものなのである｡

他方,1974年にユ ネスコ総会で採択 された

｢国際理解,国際協力および国際平和のための

教育ならびに人権および基本的自由について

の教育に関する勧告｣ (以下,同勧告 自身の

略語を用いて ｢国際教育勧告｣ と呼ぶ)は,

次のような目標を ｢教育政策の主要な指導原

則｣とすべき課題として掲げている｡ ｢(a)すべ

ての段階および形態の教育に国際的側面およ

び世界的視点をもたせること (b)国民の民族

文化および他国民の文化を含むすべての人民

ならびにその文化,文明,価値および生活様

式に対する理解 と尊重 (C)諸人民および諸国

民の間に増大する世界的な相互依存関係につ

いての自覚 (d)他の人々とコミュニケーショ

ンする能力 (e)権利を知るだけでなく,個人,

社会集団および国家にはそれぞれ負 うべ き義

務もあることを自覚すること (f)国際的な連

帯および協力の必要についての理解 (g)個人

がその属する社会,国家および世界全体の諸

問題の解決への参加を用意すること｣｡

ここには,人権教育が国際理解,異文化理

解と国際連帯を含めて広範かつ包括的な課題

を有するものであることが示 されている｡同

時に,そうした課題はただ学習によって達成

されるのではなく,一人ひとりが自覚的に問

題をとらえ,責任をもって問題解決に ｢参加｣

することの重要性が指摘 されていることが注

目される｡ これをわが国に引きつけてみれば,

国内における人権の問題は,南北問題を含め

て国際社会における人権問題 と連動 している

ことに対する自覚 と責任 を問 うもの としてと

らえられるべきであろう｡ 人権教育はそうし

た広い視野に立って構想 されなければなら､な

いのである｡

ユネスコ ｢国際教育勧告｣はさらに次のよ

うに述べている｡｢国際教育は,学習,訓練,

情報および行動を組み合わせ,個人の適切な

知的および感情的発達を助長すべ きである｡

国際教育は,社会的責任感および恵 まれてい

ない集団との間の連帯感を発達 させるべ きで

あ り,かつ,日常の行動における平等の原則

の遵守に導 くべきである｡国際教育はまた,

個人が国内的および国際的諸問題についての

批判的理解力を習得すること,事実,意見お

よび考え方を理解 し説明すること,集団の中

で働 くこと,自由な討議を受入れこれに参加

すること,いかなる討議にも適用で きる基本

的な手続き規則を遵守すること,ならびに関

連する事実とその要因についての合理的な分

析を基礎として価値判断および決定を行 うこ

とができる資質,適性および能力を発達 させ

る手助けになるべきである｣｡

知性と感情,責任感,他者 との連帯,平等

の原則に基づいた行動,諸問題に対する批判

能力,意見を表明 し決定に参加 しうる能力,

民主的手続きの理解 と遵守,合理的な事実認

識とそれに基づいた価値判断の能力等々が,

人権教育の目的として示 されている｡ これら

を総合すれば,人間としての確かな知性 と豊
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かな感情を備え,人間的価値に深 く共感 し平

和のために努力する, 自律的な人格 と自覚的

な市民を育成すること,それこそが人権教育

の目的にはかならないといえよう｡

以上のような人権教育に関する国際 レベル

の到達点をふまえて,河内徳子は人権教育の

目的を次のように簡潔に定義 している｡

｢人権教育とは究極的には人間の尊厳の確

立をめざし,そのために個々の人間が人権の

自覚にたって普段に努力 し,他の人間の人権

を擁護 し,自由と平等 と連帯ある社会の実現

をはかることができるような人間の教育であ

る｡ 57)｣

さらに,河内が次のように総括するのも大

切な指摘である｡ ;~人権教育の中心は自己をふ

くめた人間の尊厳-の自覚,人権 と基本的自

由にたいする認識 と態度 と実践力の統合であ

る5H)｣｡自己の権利が保障され人間としての尊

厳が確立されないでは,他者の人権を尊重す

る態度も育つはずはない｡人は他者の人権を

守ろうとして立ち上がるとき, また自らの人

権をも実現する力を獲得するものといってよ

いだろう｡ こうして,人権教育は, 自己の人

権と人間としての尊厳 と,他者のそれとを,

同時に追求するような人間の育成をこそめざ

すものなのである√.

このような人権教育の目的は,すでにふれ

たように,人間の発達の初期から教育の課題

とされなければならない｡ しか し,これもす

でにふれたように,幼児期の子 どもたちに人

権意識と人権尊重の態度を育成するには,と

りわけ親の人権に対する態度が重要である｡

このような事情を考慮 して, ｢国際教育勧告｣

はさらに次のように述べている｡｢就学前教育

が発展するに従って,加盟国は,たとえば人

種に対する態度のような基本的態度が就学前

の時期にしばしば形成されるので, この勧告

の目的に適合する活動を就学前教育で行 うよ

う奨励すべきである｡この点に関 し,親の態

度は,子どもの教育のため極めて重要な要因

とみなされるべきであ り,また,--成人教

育は,親が就学前教育においてその役割を果

たすための準備ができるように特別の注意を

払うべきである｣｡発達の最初期から始まる人

権教育が効果的に行なわれるようにするため

にも,親のための人権教育が大切な課題とさ

れる｡ こうして人権教育は文字 どお り生涯に

わたって行なわれるべ きもっとも重要な課題

の一つなのである｡

(3) 人権教育の内容と方法

人権教育の具体的な実践課題を考えるにあ

たっては,人権について学ぶ者自身の人権が

保障されることが第-の条件であることをく

りかえし強調 しておきたい｡学校教育と成人

教育 ･社会教育を含め,生涯学習の全体にお

いて,学習者自身が人権の主体 としてその権

利が尊重されるという条件をぬ きには,人権

認識や人権尊重の態度を育成することはとう

てい期待できないということである｡具体的

には,学校において子どもが主人公として位

置づけられ,その人権 と教育権が保障される

こと,さらには子 どもの発達段階に応 じて学

校における意思決定に参加する権利が保障さ

れることが求められよう｡ いわば,学校教育

における子どもの自治と参加が前提 とされな

ければならないということである｡ 社会教育 ･

成人教育についても,すでにくりかえし指摘

したとおり,それが学習者の権利 として位置

づけられ,生涯学習の政策立案から目的の決

定,プログラムの作成に到るまでの諸段階に

おける参加が保障されなければならない｡こ

こでも,学習者の自治と参加が前提的条件で

ある｡ 言い換えれば,学校教育 と社会教育 ･

成人教育の両者を含んで,およそ生涯学習の

なかで学習者自身が自らの人権と学習権の実

現をめざして取 り組む過程そのものが,同時

に人権教育の実践過程でもあるという認識が
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必要だということである｡

河内は,すべての発達段階で人権教育を行

なう大切さを強調 しつつ,具体的に,小学校

低学年,中学年,高学年,中学校段階,高校

段階にわたって,人権教育のための具体的な

取り組み課題を例示 している｡ そこでは,坐

産労働の基礎についての体験,在日外国人を

招く集会,人権に関する諸問題についての討

議など (以上は小学校),さらには社会科にお

ける人権の歴史,南北問題,難民問題,国際

連合の役割等々についての学習など (中学校),

経済援助や人種間題,環境問題,労働の問題

などについての系統的学習,時事問題に関す

る資料収集と分析,マスコミ情報の批判的検

討,人権に関する模擬裁判や弁論大会など

(以上,高校)の課題が挙げられている59)｡そ

れとともに,例えば ｢生徒会,課外活動をと

おして意見表明の機会をもち,学校運営や教

師への要求,部活動の在 り方の討議,情報収

集-の注文などを出すこと60)｣(中学校),｢生

徒会を中心に,学校,協同生活組合,図書館

の運営や部活動のあ り方など学校生活に関 し

てさまざまな意見を表明 し,自治能力を形成

すること61)｣(高校)などの課題が提起されて

いる｡ ここで ｢意見表明｣ に言及しているの

は明らかに ｢子どもの権利条約｣第12条に定

める ｢意見表明権｣を念頭においてのことで

あるが,まさしく子どもが自らの意見や要望

を表明し,教師といっしょに学校を自分たち

にとってよりよいものに作 り変えてい く自主

的 ･自治的活動と学校運営-の参加が保障さ

れることこそが,人権教育の前提条件である

ことが示されている｡ 同様のことは,社会教

育 ･成人教育の領域でも当然に求められるこ

とである｡

以上のことを前提 としたうえで,人権をめ

ぐる諸問題や,人権拡大の歴史,そ して人権

の実現をはかるための国際的な動向や制度に

ついての知識を獲得する学習も,初めて意義

をもつものとなる｡ 河内が,たとえば中学校 ･

高等学校段階の人権教育の課題の一つとして,

日本国憲法や世界人権宣言,国際人権規約,

その他の国際条約についての学習を取 り上げ

ているのは,そうしたねらいに立つものであ

る｡今日では,子どもの権利条約 も,そうし

たとりたてての学習の対象に含めてよいだろ

う ｡

他方で,人権についてとりたてて学習する

のに利用可能な人権教育テキス トが,このと

ころ各種出版されている｡そうしたものには,

① ｢人権のための教育-授業にす ぐ使える活

動事例集-｣および付属テキス ト ｢みんなの

人権一人権学習のためのテキス トー62)｣,②

｢ヒューマン･ライツ-たのしい活動事例集6:i)｣,

(彰 ｢実践 人権教育の方法-フランスのテキ

ス トから一m)｣などがある｡これらの他に,千

どもの権利条約を子ども向けにアレンジした

ものとして,④ ｢ぼくらの権利条約肪)｣,⑤

｢子どもの権利66)｣(小学生向および中 ･高校生

向),㊨ ｢WHAT'S? 国連子どもの権利条

約67)｣などがある｡ また,世界人権宣言をわか

りやす く解説 した (む ｢世界人権宣言ってな

に?6わ)｣も人権学習のテキストとして用いるこ

とができる｡

ここに挙げたものは,⑦を除いて,いずれ

も,一部には大人向けに用意された教材 ･指

導法を含むものもあるが,主要には小 ･中 ･

高校生を直接の対象とし,教室場面で用いら

れることを想定 したものである｡ このうち高

校生向けに用意された教材 ･指導法はそのま

ま大人にも適用できるであろうが, しか し高

校生向けとされたものに限らず,いずれの教

材 ･指導法も大人でも十分に利用価値のある

ものと思われる｡ 人権をめぐる国際文書は多

岐にわたり, しかもそれぞれは必ず しも読ん

で楽しい文書とはいえないので,こうした子

ども向けの教材を用いて大人たちが学習する

ことにも十分な意味があろう｡また, とくに
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子どもの権利条約について,条約本体だけで

なく,条約締結に到る過程や条約に込められ

た理念について,子ども向け教材なども用い

ながら学ぶことは,大人たちにこそ求められ

ていることといえるかもしれない｡子 どもの

権利条約は人権が次第に拡大されてきた歴史

のなかで最後まで残された子どもたちを対象

とするものだけに,そこには人権に関する理

念が包括的に込められているといえる｡ それ

だけに,ただ子どもたちの人権を保障するた

めばかりでなく,人権とは何か,いま人類は

人権をめぐってどの段階にまで到達 している

かを理解するうえでも,子どもの権利条約を

学ぶことは大 きな意義のあることと考えられ

るのである｡

わが国の場合,人権教育はとりわけ同和教

育との関連で問われる課題であることはいう

までもない｡しか し,同和教育における人権

教育を,部落問題学習と同一視 してとらえる

のは正しくないだろう｡ もちろん,部落問題

を学び,部落差別の不合理を見極める力をつ

けることが,人権認識 ･人権意識の発達を促

す面があることは否定できないが,同時に,

人権尊重の基礎が一定程度育てられていない

段階で部落問題の学習を行なうことは,かえっ

て差別意識を助長することがあ りうるからで

ある｡そうした事例はこれまでにもいろいろ

知られているが, とくに顕著な事例は ｢吉和

中学校事件｣として知られている事例である｡

これは,1952年に広島県の吉和中学校のある

教師が,歴史の授業で不正確な知識にもとづ

いて部落の歴史を取 り上げ,校区に被差別部

落があること,クラスに部落の生徒がいるこ

とも知らずに,またかつての賎民身分を示す

呼称を差別語であることも知らずに使用 して,

その生徒に耐えがたい屈辱を与えた事件であ

る69)｡教師は善意から部落差別の不合理性を子

どもたちに理解させようとして部落問題を取

り上げたのだが,それがかえって部落外の子

どもたちの差別意識を助長するもととなった｡

この事件は,不正確な知識にもとづ く授業を,

しかも校区の実態について十分知らずに行な

うことの問題性を浮き彫 りにしたものである

が,同時に,学級づ くりや生活指導をとおし

て子どもたちの間に互いの人権を尊重 しあう

状況をつくりだすという手立てをきちんと踏

まないままに部落問題学習を行なうことの問

題性をも浮き彫 りにした事件であり,安易な

部落問題学習はかえって悪影響を及ぼしうる

ことを教えている｡

こうしたことは社会教育 ･成人教育におい

ても同様で,社会同和教育において部落問題

学習を行なうさいには,学習者自身の人権感

覚を高める手立てが,少なくとも並行 してと

られなければならない｡ 東上高志は ｢部落問

題をめぐる意識状況の変化｣に関する調査結

果にふれて,｢同和問題についての理解の状況

と,前近代的 ･封建的な意識の残存との相関｣

に注目している｡ その相関とは,｢前近代的 ･

封建的な意識の希薄な人,逆に云えば,近代

的 ･民主主義的な意識を確立している人ほど,

同和問題についての認識状況も正 しいという

相互関連性が明らかにされている7̀))｣というこ

とである｡ そこから,東上は ｢同和問題を正

しく理解認識するためには,近代的な意識形

成の基礎である基本的人権 ･人間の尊厳 ･民

主主義に関する学習や啓発を重視 し,それら

が社会同和教育の重要な学習内容としてとり

くまれなければならない71)｣と結論している｡

ここには,部落問題学習はそれだけを取 り出

して行なうのではなく,人権についての学習

および意識の向上と関連させて行なわれなけ

ればならないことが示されている｡

ここでもまた,権利としての生涯学習を確

立すること,言い換えれば学習者自身が主体

として尊重されるような生涯学習のあり方が

実現されなければならないという課題が浮か

び上がってくる｡ ジェルピが懸念する,人々
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を互いに分断するような生涯学習では,人権

教育 ･同和教育もまた効果を期待できないば

かりか,かえって逆効果を招 きかねないとい

うことである｡

ところで,部落問題学習についていえば,

その対象の一つとされる部落史に関する研究

がこのところ急速に発展 し,新 しい知見も提

出されている72)｡またそうした研究にもとづい

て,教科書における部落史の記述に関 して批

判的検討も行なわれている73)｡他方で,学校に

おける部落問題学習をめぐっては,小 ･中学

校では部落の起源そのものものを直接教える

のではなく,むしろ部落差別を生み出すよう

な社会構造が歴史的にどのように成立 してき

たかを認識させることに重点をおき,部落の

歴史そのものについての学習は高校段階から

扱う方がよいという実践的研究もなされてき

ている74)｡部落の歴史,というよりは部落差別

の歴史的起源を教えるのは高校段階以後が望

ましいというのは,部落差別の成立事情その

ものがきわめて複雑な事象であ り,小 ･中学

校段階では理解させるのが困難だと考えられ

ているからである｡ こうした研究をふまえる

なら,部落問題学習は高校段階に始まって,

むしろ成人教育 ･社会教育でこそ本格的に取

り組まれるべき課題といえるかもしれない｡

とはいえ,それは決 して強制されてはなら

ないことを強調 しておきたい｡生涯学習のな

かでも成人教育 ･社会教育は学校教育とは異

なってインフォーマルな形態を特徴 とするも

のであり,学習者自身の自主性に依拠すべ き

ものだからである｡ 自主性にまかせたのでは,

だれも本気になって部落問題を学習 しようと

はしないだろうという疑問には,強制された

人権学習は本物にはなりえないという回答で

十分であろう｡ 問題は,人権学習 ･部落問題

学習のありかたにある｡強制的に動員される

社会啓発では ｢また同和問題か｣ という不満

が噴かれることはしばしば指摘 されるところ

である｡ 部落問題学習だけを突出させた社会

啓発ではなく,同和問題 ･部落差別を現代社

会の人権と差別にかかわる諸問題, したがっ

てほかならぬ自分たち自身の問題 と密接に関

連するものとして位置づけるとき,そ して部

落問題の学習が同時に自分たちの人権の拡大

と深くかかわっているという自覚を促すよう

な学習であるとき,人はすすんで部落問題を

学習しようとするだろう｡ そうした人権教育 ･

社会啓発のあ りかたが追求されなければなら

ないのである｡

あわりに

以上で考察したのは, もちろん今日の生涯

学習をめぐる課題のほんの一部を展望 したも

のにすぎない｡しかし,それらはいずれも,

今日の生涯学習の行 く方にかかわる重大な問

題だと思われる｡ また生涯学習はいうまでも

なく,学校教育をも含めた包括的概念である

が,ここではむしろ成人教育 ･社会教育に力

点をおきすぎたかもしれない｡ しかし,今日

の学校や子どもたちをめぐる諸問題も, もち

ろんそれを引き起こしている諸要因は政治 ･

経済 ･社会等々を含めて錯綜 しているが,同

時に,現に日々生活を営み社会を動かしてい

る大人たちが変われば解決する問題 も少なく

ないように思われる｡そ して,そのように大

人たちが変わっていくうえで,成人教育 ･社

会教育は大きな可能性をもつものであ り,そ

うした可能性に挑戟することこそが,いま生

涯学習に問われていると考えるのである｡
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